
報告第８号 

 

 

   町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

平成２８年(２０１６年)６月２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 

 



町専第５５号 

 

専決処分書 

 

 町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条

第１項の規定により専決処分する。 

 

 

平成２８年(２０１６年)３月３１日 

                     町田市長 石 阪 丈 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する

条例の一部を改正する条例 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例

（平成２７年３月町田市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

別表備考３を次のように改める。 

３ 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下｢政令｣とい

う。）第４条第４項、第５条第４項、第６条第２項、第７条第２項、第９条第２

項、第１０条第２項、第１１条第２項又は第１２条第３項の規定の適用を受け

る場合の支給認定子どもの利用者負担額については、１の表から３の表までの

規定により算定した額に２分の１を乗じて得た額とする。 

別表備考５を同表備考６とし、同表備考４中「支給認定こども」を「支給認定子ど

も」に改め、同表備考４を同表備考５とし、同表備考３の次に次のように加える。 

４ 政令第１４条又は第１４条の２第１項の規定の適用を受ける場合の支給認定

子どもの利用者負担額については、政令第１４条第１号又は第１４条の２第１

項第１号に規定する支給認定子どもにあっては１の表から３の表までの規定に

より算定した額に２分の１を乗じて得た額とし、政令第１４条第２号又は第１

４条の２第１項第２号に規定する支給認定子どもにあっては０円とする。ただ

し、同条第３項において読み替えて適用する同条第１項の規定の適用を受ける

場合の同項各号に掲げる支給認定子どもの利用者負担額については、０円とす

る。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

１～３ 略 １～３ 略 

備考 備考 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 子ども・子育て支援法施行令（平成２

６年政令第２１３号。以下｢政令｣とい

う。）第４条第４項、第５条第４項、第

６条第２項、第７条第２項、第９条第２

項、第１０条第２項、第１１条第２項又

は第１２条第３項の規定の適用を受ける

場合の支給認定子どもの利用者負担額に

ついては、１の表から３の表までの規定

により算定した額に２分の１を乗じて得

た額とする。 

４ 政令第１４条又は第１４条の２第１項

の規定の適用を受ける場合の支給認定子

どもの利用者負担額については、政令第

１４条第１号又は第１４条の２第１項第

１号に規定する支給認定子どもにあって

は１の表から３の表までの規定により算

定した額に２分の１を乗じて得た額と

し、政令第１４条第２号又は第１４条の

２第１項第２号に規定する支給認定子ど

もにあっては０円とする。ただし、同条

第３項において読み替えて適用する同条

第１項の規定の適用を受ける場合の同項

各号に掲げる支給認定子どもの利用者負

担額については、０円とする。 

３ 支給認定子どもが属する世帯に規則で

定める子ども（当該支給認定子どもを含

む。）が２人以上いる場合における当該

支給認定子どもの利用者負担額について

は、これらの子どものうち最も年齢の高

い子どもから順に数えて１人目にあって

は右欄に掲げる額を、２人目にあっては

当該額に２分の１を乗じて得た額を適用

し、３人目以降にあっては０円とする。 

 

 

５ １の表から３の表までの規定にかかわ

らず、市長は、支給認定子どもが特別利

用教育を受けているときその他現に受け

ている支給認定に係る支給認定子どもの

該当する法第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分（以下「支給

認定区分」という。）以外の区分の利用

者負担額を適用することが適当と認める

ときは、支給認定区分以外の区分の利用

者負担額を適用することができる。 

４ １の表から３の表までの規定にかかわ

らず、市長は、支給認定こどもが特別利

用教育を受けているときその他現に受け

ている支給認定に係る支給認定子どもの

該当する法第１９条第１項各号に掲げる

小学校就学前子どもの区分（以下「支給

認定区分」という。）以外の区分の利用

者負担額を適用することが適当と認める

ときは、支給認定区分以外の区分の利用

者負担額を適用することができる。 
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＿部分は改正部分 

町田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

６ 略 ５ 略 
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